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日本では「労働者人口減少に対応」するため、2019 年に外国人の在留

資格や労働資格を定めた「特定技能」という制度を導入しました。このとき、

特定技能は「特定技能 1 号」と「特定技能２号」に分かれました。 

「特定技能 1 号」は該当する業種が１４（下表）ありましたが、在留期間

の制限があり、家族の帯同は認められていませんでした。「特定技能２号」

は該当する業種が２つしかなく、現在、適用される外国人はいません。 

 

今回の出入国管理法（入管法）の改正について、日本政府は、2021 年 11 月 18 日の会見で、事実上在

留期間の制限がなく、家族も帯同できる「特定技能 2号」に 11業種を追加し、「特定技能 2号」を 13業種に

拡大する考えを示しました。現在建設と造船・舶用工業の２業種に限定されて

いる「特定技能２号」が「農業や宿泊業、飲食料品製造業、外食業」などにも拡

大されます。 

この改正によって、日本で働いている多くの外国人は「在留期限もなく、家族

帯同も認められる」ことになると思いますが、政府は「永住権の拡大ではない」

との発言もしています。 

 

 法律の改正について検討が進められることは間違いありませんが、この法律

が外国人労働者にとってより良いものになる事を期待したいと思います。 

 

「特定技能 2 号」の業種拡大 

特定技能 1 号 １４業種 → 検討されている内容 

①介護 → 別制度で長期就労可 

②ビルクリーニング → 

特定技能 2 号に追加 
〔在留期限もなく、家族帯同も認められる〕 

 

③素形材産業 → 

④産業機械製造業 → 

⑤電気・電子情報関連産業 → 

⑥建設 

⑦造船・舶用工業 

⑧自動車整備 → 

特定技能 2 号に追加 
〔在留期限もなく、家族帯同も認められる〕 

⑨航空 → 

⑩宿泊 → 

⑪農業 → 

⑫漁業 → 

⑬飲食料品製造業 → 

⑭外食業 → 

「特定技能 2号」の業種拡大が検討されています 



 

 ◆◆ 15 ◆◆ 

日 本 語 

ふじみ野市からのお知らせ 

制服やジャージのリサイクル 
 

ふじみ野市内中学校の制服やジャージを、必要な

方に無償で差し上げます。 

問合せ/ふじみ野市ふくし総合相談センター  

・よりそい 049-262-8130（市本庁舎内） 

・にじいろ 049-265-6300（上福岡駅西口ふじ

み野市立介護予防センター2 階） 

大井中、大井東中でも対応しています。各学校へ

お問い合わせください。 

 

 

FICEC では月～金曜 10 時～16 時に 

生活相談を行っています。 

私は留学生です。コンビニでアルバイトをしています。保険に加入していません。どうした
らよいですか。 

国民健康保険への加入は、留学生活にとって必要不可欠で、外国人に与えられた権利であり、義務でも
あります。 
国民健康保険への加入は、来日した時点からが原則で、遅れて加入申し込みをすると、過去分の保険料
の支払いを請求されます。1 度に支払いが無理な場合は、分割で納付できるように市役所健康保険課に
申し出てください。病気やけがをした時、医療費総額の 30％を支払い、70％は保険でカバーされます。 

母子でビザの申請をしました。ところが急に子どもが手術をすることになり、指定された受
け渡し日にビザを取りに行くことができません。どうしたらよいですか。 

ビザの受け取りは親族に限られていますが、未成年者の出頭義務はありません。資格のある母親が法的

代理人として、母子のビザを受け取ることができます。しかし母親が入院のために指定された日に入管

に行けない場合は、「ビザの受け取り日を延長して欲しい」と入管に電話で頼んでください。または埼

玉県行政書士会の取り次ぎ資格のある行政書士さんに入管の取り次ぎを頼む方法もあります。  

   

ランドセルや学用品があります 
 

FICEC にはみなさまから寄付していただいた

ランドセルや学用品があります。 

必要な方は FICEC に来てください。 

■応募資格/ 

①ふじみ野市・富士見市・三芳町に在住･在学 

②ふじみの国際交流センターに在籍したことがある   

③18 歳以下の外国ルーツのこども 

■金賞・銀賞・奨励賞・全員に参加賞 

（賞品/タブレット、Bluetooth イヤホンなど） 

 

絵コンテスト 

作品募集中！ 

 作品が展示されます  

■『市民活動展示会』1/31～2/4 
場所/ふじみ野市役所 1F ギャラリー 

■『市民活動交流会』2/6 

場所/ふじみ野市「フクトピア」 

 

■画用紙・絵の具・ポスターカラーなどは

FICEC で用意します。 

■問合せ/FICEC 049-256-4290 

 

寄付のお願い 

FICECは 1年間で 590件以上の生活相談があり、

週 2 回の日本語教室も学習者でいっぱいです。

生活支援が必要な方には食料や生活用品をお渡

ししています。 

土曜日に開催している国際子どもクラブは相談

があれば毎日のようにスタッフが一生懸命対応

しています。 

これらの事業は全て無料のため、活動資金が不

足しています。 

みなさまからの寄付をお待ちしています。 

寄付金振込先/ 

郵便振替口座：00110-0-369511  

口座名：［特活］ふじみの国際交流センター 


